
「第３８回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議」 

 

令和２年９月１０日（木）１６時４５分 

都庁第一本庁舎 ７階特別会議室（庁議室） 

 

【危機管理監】 

それでは第 38 回になります、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開始いた

します。 

本日は感染症の専門家といたしまして、国立国際医療研究センター国際感染症センター

長でいらっしゃいます大曲先生にご出席をいただく予定でございますが、現在のところち

ょっと所用で遅れていらっしゃいますので、会議についてはこのまま始めたいというふう

に思います。 

まずお手元にお配りしています対策本部会議の資料を 1 枚おめくりください。 

世界の感染の状況です。感染者数につきましては、2,750 万を超える数、死亡者数につき

ましては、90 万に達しようという数の発生数になっております。 

国内につきましては、感染者数が 7 万を超え、死亡者数は 1,400 名に達しようというとこ

ろです。一番下が都の発生状況になりますが、2 万 2,168 名、昨日の 19 時 30 分時点の数に

なります。 

資料 2 枚おめくりください。国の動きが一番下のところ下線部のところです。 

9 月 4 日、第 8 回新型コロナウイルス感染症対策分科会が開催されております。次は 11

日に予定をされているところです。 

1 枚おめくりいただいて、都の動きです。一番下のところ、9 月 3 日、前回の対策本部会

議を開催いたしました。 

資料 2 枚おめくりいただきまして、下線部のところ、令和 2 年度 9 月の補正予算案、先

日発表をしたところです。 

資料 1 枚おめくりください。Ａ4 の横の緑の部分が多い紙があると思いますが、本日モニ

タリング会議、第 10 回になりますが、開催いたしました。この感染状況と医療提供体制の

分析につきまして、健康危機管理担当局長からご説明お願いします。 

 

【福祉保健局健康危機管理担当局長】 

はい。それではご説明申し上げます。 

感染状況・医療提供体制の分析、9 月 9 日時点でございます。新型コロナウイルス感染症

に関わりますモニタリングに当たりまして専門家の方々からいただきました、都内の感染

状況及び医療提供体制に関する分析結果についてご報告をいたします。 

感染状況につきましては、①新規陽性者数から、③新規陽性者数における接触歴等不明者



まで 3 項目となってございます。現在の数値につきましては、9 月 9 日公表時点での数値が

記載されております。 

専門家の方々からは、新規陽性者数の減少速度は、いまだ緩やかであること、感染者数が

再び増加することへの警戒が必要な状況であることなどから、感染状況につきましては、4

段階のうち、先週から１段階下がって 3 段階目に当たります、「感染の再拡大に警戒が必要

であると思われる」との総括コメントをいただいております。 

続いて、医療提供体制についてでございますが、④の検査の陽性率から、⑦の重症患者数

までの４つとなってございます。 

専門家の方々からは、医療機関への負担が長期化している状況に変わりはなく、重症患者

数の今後の推移に警戒が必要であることなどから、医療提供体制については、先週と同様、

4 段階のうち 3 段階目に当たります、「体制強化が必要であると思われる」との総括コメン

トをいただいております。 

私からは以上でございます。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

2 枚目以降、各コメント、それぞれの状況の細部のコメント等ございますので、後程ご参

照をください。 

その資料の後をめくっていただきますと、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の

改正案についてという資料をお付けしております。この条例の改正案につきまして、健康危

機管理担当局長からご説明お願いします。 

 

【福祉保健局健康危機管理担当局長】 

はい。資料１枚おめくりいただきまして、今般の改正の理由でございます。 

今後の新型コロナウイルス感染症の再拡大を見据えまして、新型コロナウイルス感染症

対策の実効性をより高める必要がある。ということから、都、都民及び事業者の皆様それぞ

れの具体的責務、責務を明らかにすべく、本条例の改正を行うものでございます。 

もう 1 枚おめくりいただきまして、条例改正のポイントでございます。 

まず、都の責務といたしましては、検査体制の整備、医療提供体制の確保等、療養環境の

整備及び情報の提供等に努めることを定めます。 

さらに 1 枚おめくりいただきまして、陽性者の方には、入院、宿泊療養施設への入所等に

努めていただくこと、都民、事業者の皆様には新型コロナウイルス感染症のまん延防止のた

めに、検査や調査等への協力に努めていただくことを定めます。 

条例改正案につきましては、本日から 9 月 15 日正午まで、パブリックコメントを実施い

たします。都民、事業者の皆様を始めまして、関係機関等からのご意見も踏まえた上で、第

3 回都議会定例会で審議していただく予定でございます。 



私からは以上でございます。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

このほか、ここにご出席の皆さんでご発言等ある方いらっしゃいますか。よろしいですか

ね。 

Ｗｅｂ会議で参加されている局長等の皆様でご発言等ある方いらっしゃいましたらお願

いします。よろしいですか。 

大曲先生はまだですね。はい。大曲先生ちょっと遅れていらっしゃいますので、記者会見

の時から入っていただく予定です。 

それでは会議の最後になりますが、本部長からご発言をお願いいたします。 

 

【都知事】 

はい、ご苦労さまです。第 38 回の対策本部会議となります。 

大曲先生、お着きになって多分、記者会見の時からご参加いただけるものと思います。 

まず最初、台風です。九州地方を始めとして台風 10 号による被害が各地で発生したわけ

であります。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災されま

した皆様方には、心からのお見舞いを申し上げます。 

これからもますます本格的なシーズン、台風シーズンが控えているわけで、こうした台風

における、これらの教訓も踏まえまして、区市町村と連携しながら、感染症対策にも留意し

た、風水害対策に万全を期していただきたい。ということで、よろしくお願いします。 

それでは感染症対策本部会議の議題に入ります。 

先ほど、モニタリング会議を行いました。モニタリングの分析の結果は先ほどご報告がご

ざいましたように、医療提供体制は先週と同じ、3 段階目のオレンジで変わらず、感染状況

については、7 月 15 日以来、約 2 ヶ月ぶりとなります、最高レベルの赤からオレンジへと

1 段下がったわけであります。 

新規陽性者数が一定期間減少しているとはいえ、例えば今日の新規陽性者数は、1 日です

が 276 人ということなど見ましても、引き続き再拡大への警戒が必要であります。 

今後の新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めていかねばならない。そのた

めに、都や都民、事業者の皆様の具体的な責務を明確にするために、いわゆる都の新型コロ

ナ対策条例の改正を行ってまいります。 

改正案ですけれども、先ほど健康危機管理担当局長から説明があったとおりであります。 

この条例案ですが、今日から来週の 15 日の正午まで、お昼までパブリックコメントを実施

いたします。皆さん方からのご意見も踏まえた上で、18 日からの第 3 回定例議会でご審議

いただく予定となっております。 

次に、営業時間短縮の要請に関してであります。今月も引き続きですね、23 区内のお酒



を提供するお店、そしてカラオケ店の皆様には時間短縮のご協力をいただいております。 

新規陽性者数ですが、8 月上旬をピークに減少傾向にはあると。かつ、お盆明け以降の人

の流れがどうであったかという、その影響も心配されたわけでありますけれども、その後も

陽性者数は継続して減少している。ということから、都としましては、一定の抑制効果があ

ったと考えております。感染拡大の防止と経済社会活動の両立を図る。そのために、来週 15

日をもちまして、営業時間短縮の要請を終了いたします。より詳しく申し上げますと、15 日

から 16 日に移る、その瞬間の 16 日午前零時をもってということになります。 

事業者、利用者の皆さんにはこれまでも本当にご協力いただきました、ご理解いただきま

した。心から感謝を申し上げます。 

そしてもう一つ、外出についてのお願いであります。これまでは、都外への旅行、遠くへ

の外出はお控えくださいということをお願いしてまいりました。 

現在の状況ですが、新規の陽性者数は減少傾向となっております。また、感染が急拡大し

たのが 7 月中旬でございますけれども、それ以前の状況に戻りつつあります。また、全国の

感染者数を全体で見ましても減少しているということであります。 

一方で、大曲先生を含む専門家の皆さんからは、感染の再拡大に警戒が必要だとのご意見

も頂戴をいたしております。 

従いまして、今後、都外へ外出される際には、手洗い・消毒を始めとしまして、くれぐれ

も感染の防止対策に万全を期していただきたいと存じます。 

なお、先ほど開催いたしました、感染症対策審議会でございますが、こちらでは、感染症

対策条例の改正についてのご意見をいただき、また、営業時間短縮の要請の終了、都外への

旅行等の自粛要請の終了につきましては、専門家の皆様方を含む審議会の皆様方から、適当

であるとのご意見を頂戴したところであります。 

また、重症化リスクの高い高齢者への感染防止でございますが、これを徹底していかなけ

ればなりません。引き続き、対策に万全を期すことは、極めて重要であります。 

この後、臨時記者会見を開くわけでありますが、都民、事業者の皆様に対しましては、改

めて感染拡大防止のための呼びかけを行ってまいります。 

これからも都庁の総力を結集して、新しい日常の定着に向けた施策の推進をお願いする。

ともに頑張って参りましょう。以上であります。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、第 38 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を終了いたし

ます。 


